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●能力昇給は区分６を基準とすること！
●昇給係数２の回復を求める！
●都市手当から地域額、および扶養手当
　で減少となる場合は補てん措置を図る
　こと！
●会社からグループ・パートナー会社に
　労働条件の底上げを強く求めること！

職務能力給の引上げは、長期的な経営に影響を
与えるので慎重に判断したい。


